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奨学金貸与のしおり 
*************************************************************************************************** 

医療法人社団綾和会（浜松南病院、掛川東病院、間中病院）と医療法人社団桂名会（重工大須病院）では、看

護師を養成する施設に入学予定、又は在学する方に奨学金を貸与しています。 

この制度を是非ご利用いただきたくご案内させていただきます。 

 

●奨学金の貸与の対象者について 

対象者（次のいずれも満たす方） 

◇ 身体が強健であり、品行方正であって、学業成績が基準に達している方 

◇ 思いやりを持って地域、患者様に寄り添うことができる方 

◇ 法人で定めている理念、行動指針に対する共感できる方 

 

●奨学金の貸与について 

（１）貸与月額 

進学先学校別の進学にかかる、入学金、授業料、施設費、実習費、教科書購入費など進学費用実費に加

え、就学中の自活に関る住居費（家賃、寮費等）、通学交通費、その他各病院が認めた費用として月額5

万円（最大）を貸与します。また、この他個別のご相談にも応じておりますので、お気軽にお問い合わ

せください。 

（２）貸与期間 

1か月～最大3年間 

（３）その他必要な対応 

   連帯保証人を立てていただくなど、当法人が定める規程に沿ってご対応いただきます。 

（４）貸与方法 

貸与決定後、奨学金は、毎月指定日に指定口座に直接振り込む予定です。 

 

●奨学金の返還・猶予・免除について 

（１）返還 

奨学金は卒業後、返還免除の場合を除き、貸与期間終了後に原則として一括返済いただきます。当該資

格取得が目標期間内に取得できなかったが、以降も研鑽を重ね資格取得に励む場合に、資格取得予定日

の延長を認める場合があります。 

 

（２）返還免除 

資格を取得し、かつ、入職した病院または所属する法人が指定する施設において一定期間（奨学金を貸

与した期間と同じ期間）勤務した場合は、奨学金の返済を免除します。 

 

●お問合せ 

浜松南病院   053-443-2111  担当：看護部 天野宛  

掛川東病院   0537-23-7111  担当：看護部 落合宛 

間中病院     0465-23-3111  担当：労務課 竹本宛 

重工大須病院  052-212-8981  担当：看護部 川嵜宛 

 

 


